
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※その他、お困りのことがありましたら、 

お気軽にご相談ください。 

※相談は無料です。 

※相談内容の秘密は厳守いたします。 

               

 

公認心理師 
＊大御 均      ＊佐藤 裕美     

＊福地 直哉     ＊南谷 紗果 

＊菅原 愛詠 

 

相談の申し込みは･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆南陽市役所  すこやか子育て課子ども家庭係 【0238-40-1689】 

家庭児童相談室まで  お申し込みください。 

 

◆令和８年度 

★相談日 

毎月第４木曜日 午後から 

（変更になる場合もあります。） 

★相談場所 

 南陽市役所 会議室 

（南陽市三間通４３６－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相 談 日 会議室 備 考 

4月 30日（木） ２０２ 第５木曜 

5月２8日（木） ２０２  

6月 18日（木） ２０２ 第３木曜 

7月 23日（木） ２０２  

8月２7日（木） ２０２  

9月２4日（木） ２０２  

10月２2日（木） ２０２  

11月２6日（木） ２０２  

12月２4日（木） ２０２  

1月２8日（木） ２０２  

2月２5日（木） ４０２  

3月２5日（木） ２０２  

☆お子さんの性格や習慣についての心配 

（例：乱暴・落ち着きがない・神経質など） 

☆お子さんのことばについての心配 

（例：どもりやすい・発音が不明瞭・ことばが出ないなど） 

☆幼稚園・保育園や学校の生活についての心配 

（例：幼稚園・保育園への行き渋り、不登校、 

    友だちに関心を示さない、集団に入りにくいなど） 

☆非行など家族関係についての心配 

（例：家出・外泊・喫煙・暴力などの問題行動など） 

☆お子さんの発育・育児・しつけについての心配 

（例：オムツが取れない・体が弱い・発育がゆったりなど） 

☆お子さんの障がいについての心配 

 

 

◇予約制になります。 

◇相談受付票にご記入の上、お申し込みください。 

（受付票は各園・学校・子ども家庭係にございます。） 

◇相談日の２週間前までにお申し込みください。 

◇必要に応じて心理師・相談員が園や学校を訪問し、相談に応じることも可能です。 

◇保護者からの申し込み、園・学校からの申し込みどちらも可能です。 

◇保育士・教師・指導員などの関係者単独でも相談は可能です。 

令和８年度 


